
 
 
 
 
 
 

おくやみ 手続きのご案内 
 

   ご 遺 族 の 方 へ  
 
 

  
          
  
          
  
          
           
          
  
          
  
   

      
 

 中 央 市 
 
 



 
 ご遺族の方へ  

 
           

このたびのご親族様のご逝去に際し、心からご冥福をお祈り申し上げます。 

このご案内は、死亡の届出後、ご遺族の皆様が行う市役所を中心とした各種手続き
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  戸籍の請求・印鑑登録・マイナンバーカード等について 
 
◇死亡の記載がされた戸籍謄本等の発行            

死亡の届出をしてから戸籍に死亡の記載がされるまでに、おおよそ下記の日数がかかります。 
・本籍地に届出した場合→おおむね２週間     
・本籍地以外に届出した場合→おおむね３週間           

※年末年始や大型連休中に届出をされた場合は上記より日数がかかります。 
※相続手続き等で戸籍が必要な場合は、日数をおいて請求してください。 

 
戸籍を請求できる人や申請受付場所等は以下のとおりです。 

 亡くなった方の本籍地が中央市 亡くなった方の本籍地が中央市以外 

請求できる人 
・配偶者、直系尊属（父母・祖父母）、直系

卑属（子・孫） 
・代理人 
※その他の方が請求する場合、事前に戸籍

担当にご相談ください。 

・配偶者、直系尊属（父母・祖父母）、 
直系卑属（子・孫） 

※ 代理 人に よる請 求や上 記以 外の 方 
からの請求はできません。 

持ち物 
・公的機関発行の本人確認書類 

（顔写真付きのものは１点、顔写真なし
のものは２点） 

・代理人の場合、委任状（様式は窓口また
は市ホームページにあります。） 

・公的機関発行の顔写真付き本人確認 
書類（運転免許証、マイナンバーカード
等） 
 

申請受付場所 
・市役所本館 市民環境課 
・玉穂支所 
・豊富支所 

市役所本館 市民環境課 
※玉穂・豊富支所では申請できません。 

 
◇印鑑登録証          

印鑑登録証をお持ちの方は返納してください。     
          
◇個人番号カード（マイナンバーカード）     

死亡届の届出以降、亡くなった方のマイナンバーカードは使用することができなくなります。
マイナンバーを年金の請求書類等に記入する場合がありますので、返却不要ですが市役所 
に返却することもできます。       

           
◇世帯主変更         

亡くなった方が世帯主だった場合、新たな世帯主の登録が必要ですので、変更届を提出して
ください。 ※１人または２人世帯だった場合は届出する必要はありません。 

 
【お問い合わせ】 

中央市役所 市民部 市民環境課 /戸籍担当・住民担当（本館７番窓口） 
☎０５５−２７４−８５４１ 
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◇資格喪失の手続き 
資格確認書（保険証）、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療
養受療証の交付を受けている方はお持ちください。 

 
◇葬祭費の支給申請 

中央市の国民健康保険に加入されていた方が亡くなった場合は、葬祭執行者（葬祭を行った
方）に対して葬祭費が支給されます。（50,000 円）    
  
〇下記のものをお持ちください。         

・窓口に来られる方の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等顔写真付きの  
ものは１点、資格確認書（保険証）等の顔写真がないものは２点） 

・葬祭執行者の印鑑 
・葬祭執行者の振込先口座がわかるもの（預金通帳等） 
・葬祭を行ったことが確認できるもの      

（会葬礼状、式場の日程表、領収書等で葬儀の日及び喪主と故人の氏名が確認できるもの）  
 
  ※葬祭執行者が２名以上いる場合は、代表者１名を決めていただき、代表者の本人確認書類

と印鑑をお持ちください。 
※葬祭を行った日の翌日から２年以内に申請してください。（請求権の時効があるため） 

         
◇亡くなった方が世帯主の場合に必要な手続き  

●世帯主変更の手続き 
●資格確認書（保険証）の再交付 

  世帯内に引き続き国民健康保険に加入している方で、資格確認書（保険証）の交付を受けて
いる場合は、新しい世帯主名が記載されたものを再交付します。 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
【お問い合わせ】 

中央市役所 市民部 保険課 / 国民健康保険担当（本館９番窓口） 
☎０５５−２７４−８５４５ 

国民健康保険について 
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 後期高齢者医療保険について 
 
   
◇資格喪失の手続き 

資格確認書（保険証）、特定疾病療養受療証の交付を受けている方はお持ちください。 
 
◇葬祭費の支給申請          

中央市の後期高齢者医療保険に加入されていた方が亡くなった場合は、葬祭執行者（葬祭を行
った方）に対して、山梨県後期高齢者医療広域連合より葬祭費が支給されます。（50,000 円） 
  

〇下記のものをお持ちください。         
・窓口に来られる方の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等顔写真付きの  

ものは１点、資格確認書（保険証）等の顔写真がないものは２点） 
・葬祭執行者の印鑑 
・葬祭執行者の振込先口座がわかるもの（預金通帳等） 
・葬祭を行ったことが確認できるもの      

（会葬礼状、式場の日程表、領収書等で葬儀の日及び喪主と故人の氏名が確認できるもの）  
 
  ※葬祭執行者が２名以上いる場合は、代表者１名を決めていただき、代表者の本人確認書類

と印鑑をお持ちください。 
※葬祭を行った日の翌日から２年以内に申請してください。（請求権の時効があるため） 

        
◇未支給の医療給付費の支給申請 
 高額療養費、高額介護合算療養費等の未支給がある場合は、申請により相続人へ支給します。 
 
  〇下記のものをお持ちください。 
   ・窓口に来られる方および相続人代表者の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカー

ド等顔写真付きのものは１点、資格確認書（保険証）等の顔写真がないものは２点） 
   ・亡くなった方の相続人であることがわかる書類の写し（戸籍謄本等） 
   ・相続人代表者の印鑑 
   ・相続人代表者の振込先口座がわかるもの（預金通帳等） 
 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ】 
中央市役所 市民部 保険課 / 高齢者医療・年金担当（本館 9 番窓口） 

☎０５５−２７４−８５４５ 
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 国民年金について 
 
 
◇未支給年金等の請求     

年金受給者の方が亡くなった場合は、年金受給権者死亡届や未支給年金の請求等の手続きが 
必要です。 
なお、受給・加入状況により手続きが異なりますのでご注意ください。  

        
〇国民年金のみを受給されていた方につきましては、下記のものをお持ちいただき    

市役所で申請してください。 
・亡くなった方の年金手帳        
・亡くなった方の戸籍又は除籍謄本（死亡の事実がわかるもの）   
・ご遺族の方の戸籍謄本（亡くなった方と請求者の関係がわかるもの）   
・住民票除票（亡くなった方の住所が施設にあった場合）    
・ご遺族の方の振込先口座がわかるもの（預金通帳等）    
・ご遺族の方の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等顔写真付きのものは 

１点、資格確認書（保険証）等の顔写真がないものは２点）  
・ご遺族の方のマイナンバーがわかるもの      
・生計同一申立書（亡くなった方と請求者の世帯が異なる場合）   
・亡くなった方の年金証書       

          
※厚生年金を受給されていた方は、年金事務所での手続きとなります。 

また、その他の年金を受給されていた方は、支払先にお問い合わせください。  
※加入状況により未支給年金を請求できない方は、死亡診断書のコピーを提出していただき

ます。 
※詳しくはお問い合わせください。 

・竜王年金事務所（甲斐市名取 347-3/☎055-278-1100） 
           
◇死亡一時金の請求         

国民年金の第１号被保険者として保険料を３年以上納めた方が、年金を受け取らずに亡くなっ
た時、一緒に生活をしていた遺族が遺族年金などを受けられない場合に支給されます。 
また、金額は、保険料を納付した期間等に応じて決まります。    
なお、必要な書類は、上記の「未支給年金等の請求」の国民年金のみを受給している場合と   
同様になります。         

           
 
 

【お問い合わせ】 
中央市役所 市民部 保険課 / 高齢者医療・年金担当（本館 9 番窓口） 

☎０５５−２７４−８５４５ 
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 市県民税・森林環境税について 
 
 
市県民税・森林環境税は、毎年１月１日現在、市内に住んでいる方に対して、前年中（１月１日
〜１２月３１日）の所得に基づいて課税されます。したがって、１月２日以降に亡くなった方に
対しても課税され、相続人の方はその納税義務を引き継ぐことになります。 
納付状況や口座登録の状況等により、納税通知書の送付先の指定・変更手続きが必要です。 
また、所得税の準確定申告や相続税の申告が必要な場合がありますのでご確認ください。 

 
【所得税に関する問い合わせ先】 

・亡くなった方の住所地の所轄税務署 
 

国税庁 HP「納税者が死亡したときの確定申告（準確定申告）」  
 
【相続税に関する問い合わせ先】 

・被相続人の住所地の所轄税務署 
 

国税庁 HP「相続税の申告手続」  
 
 

【中央市にお住まいの方の所轄税務署】 
甲府税務署（甲府市丸の内 1-1-18 甲府合同庁舎/☎055-254-6105） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ】 
中央市役所 市民部 税務課 / 市民税担当（本館１０番窓口） 

☎０５５−２７４−８５４６ 
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  軽自動車税について 
 
原動機付自転車・軽自動車等を所有されている方が亡くなった場合、名義変更や廃車の手続きが
必要です。 
車種によってお手続きの窓口が異なりますので下記をご確認ください。 
 

【中央市役所の税務課で手続きできる車種】 
●原動機付自転車（125 ㏄以下）  
●特定小型原動機付自転車 
●小型特殊自動車（農耕作業用自動車・フォークリフト等）    
●ミニカー        

 
〇下記のものをお持ちください。      

 １ 車両を相続人が継続して使用する場合（名義変更） 

  ・標識交付証明書    
  ・届出人の本人確認書類（運転免許証等の顔写真付きのもの） 
  ・相続関係が確認できるもの 
     ＊相続人以外の方が継続して使用する場合は、税務課（市民税担当）までお問い合わ 
      せください。 

 ２ 車両を使用しないで廃棄等の処分をする場合（廃車） 

  ・中央市のナンバープレート（紛失した場合は弁償代 300 円） 
・標識交付証明書    

  ・届出人の本人確認書類（運転免許証等の顔写真付きのもの） 
  ・相続関係が確認できるもの 
 
 【中央市役所で手続きできない車種】    

●軽二輪車（排気量 125cc 超 250cc 以下） 
●二輪の小型自動車（排気量 250cc 超） 

 ≪手続き窓口≫ 
関東運輸局 山梨運輸支局（笛吹市石和町唐柏 1000-9/☎050-5540-2039） 
 

●三輪・四輪の軽自動車 
≪手続き窓口≫ 

軽自動車検査協会 山梨事務所（笛吹市石和町唐柏 792-1/☎050-3816-3121:ｺｰﾙｾﾝﾀｰ） 
 

【お問い合わせ】 
中央市役所 市民部 税務課 / 市民税担当（本館１０番窓口） 

☎０５５−２７４−８５４６ 
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   固定資産税について 
 
◇固定資産税のお支払い      
 固定資産を所有する方が亡くなった場合、相続人に納税義務が引き継がれます。 

お支払いいただいていない固定資産税がありましたら期限内にお支払いください。 
なお、納付書がお手元にない場合は市役所税務課へお問い合わせください。  

           
◇相続登記の手続き（甲府地方法務局へ）      
 登記名義人が亡くなった場合、相続登記の手続きが必要です。 

中央市内の土地・建物についての相続登記は甲府地方法務局で手続きしてください。 
※令和 6 年 4 月から相続登記の申請が義務化されました。（P18〜P19 参照）  

       
【不動産の相続登記に関する問い合わせ先】 

・甲府地方法務局（甲府市丸の内 1 丁目 1-18/☎055-252-7151） 
 

法務省 HP「相続登記の申請義務化特設ページ」 
  
 
◇未登記家屋所有者変更申請書 
 亡くなった方が法務局に登記されていない家屋を所有していた場合は、新しい所有者が決まっ

たところで市役所税務課へ「未登記家屋所有者変更申請書」を提出してください。 
   
  ※登記されている家屋に関しては、法務局で手続きを行ってください。 
 
◇相続人代表者・現所有者の申告       

相続登記の手続きが完了するまでの間、固定資産税に係る書類の送付や納税を管理していただ
く現所有者を市役所へ申告してください。     
     

〇下記のものをお持ちください。     
・所有者（被相続人）の死亡がわかる書類の写し（被相続人の除籍謄本等） 
・現所有者が相続人であることがわかる書類の写し（戸籍謄本・遺産分割協議書・遺言書

等）         
         
   

 
 
 

【お問い合わせ】 
中央市役所 市民部 税務課 / 資産税担当（本館１０番窓口） 

☎０５５−２７４−８５４６ 
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  高齢福祉について 
 
◇高齢者見守り支援事業の利用廃止について 

高齢者見守り支援事業（緊急通報システム及びクロネコ見守りサービス）を利用している方が
亡くなった時は、利用廃止の届出と通報装置（通信機器）の撤去、返還の手続きが必要です。 

   
〇以下のものをお持ちください。 

   ・印鑑 
 
 

【お問い合わせ】 
中央市役所 福祉部 長寿推進課 /  

       地域包括支援センター(高齢福祉・介護予防担当)（本館５番窓口） 
☎０５５−２７４−８５５８ 

 
 

 介護保険について 
 
◇資格喪失の手続き 

中央市の介護保険の被保険者（６５歳以上の方等）が亡くなった時は、資格喪失の届出と介護
保険被保険者証等の返納が必要です。    

           
〇下記のものをお持ちください。       

・相続人代表となる方(または届出人)の口座番号がわかるもの（預金通帳等） 
  ※介護保険料の精算により還付が発生した場合の受取口座を確認するため。    

・介護保険被保険者証             
・介護保険負担割合証（交付されている方のみ）       
・介護保険負担限度額認定証（交付されている方のみ）       
・社会福祉法人等利用者負担軽減確認証（交付されている方のみ） 
 

※被保険者証等を紛失した場合は窓口でご相談ください。    
※他市町村の被保険者として住所地特例の適用を受けている方は、介護保険被保険者証等に

記載されている市町村で手続きが必要です。     
     

 
 

【お問い合わせ】 
中央市役所 福祉部 長寿推進課 / 介護保険担当（本館６番窓口） 

☎０５５−２７４−８５５６ 
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 児童手当について 
 

児童手当を受給している方が亡くなった場合は、未支払手当請求書・新規認定請求が必要です。
  

児童手当の支給対象児童または第 3 子加算算定児童が亡くなった場合は、額改定届または資格
喪失届の提出が必要です。       
         
【児童手当受給者（養育者）が亡くなった場合】 

〇下記のものをお持ちください。    
・新養育者の保険の情報がわかるもの（児童が３歳未満の場合のみ）     
・児童名義の振込先口座がわかるもの（預金通帳等）       
・新養育者名義の振込先口座がわかるもの（預金通帳等）      
・新養育者のマイナンバーカード         

 
【児童手当受給対象児童が亡くなった場合】 

確認書類は必要ありません。申請書の記入のみ必要です。  
 
 

  子ども医療費助成金について 
 

子ども医療費助成を受けている児童の養育者が亡くなった場合は、資格者証の記載変更または 
ひとり親医療費助成金への切り替えが必要になる場合があります。 
子ども医療費助成を受けている児童が亡くなった場合は、資格喪失届の提出が必要です。 

           
〇下記のものをお持ちください。       

・印鑑        
・子ども医療費助成金受給資格者証      
・児童の保険の情報がわかるもの(新養育者に扶養を変更する場合)  

        
           
   ※ひとり親医療に切り替えが必要な方については、別途提出が必要な書類があります。 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ】 
中央市役所 こども健康部 子育て支援課 / 児童福祉担当（本館１番窓口） 

☎０５５−２７４−８５５７ 
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 児童扶養手当について 
 

児童扶養手当を受給している保護者の方が亡くなった場合は、受給者死亡届・未払児童扶養  
手当請求書の提出が必要です。  
また、児童扶養手当を受給している方の児童が亡くなった場合は、額改定届または資格喪失届
の提出が必要です。  

           
〇下記のものをお持ちください。       

・印鑑 
・児童扶養手当証書       

   

 ひとり親家庭医療費助成金について 
 

ひとり親家庭医療費助成金を受給している方が亡くなった場合は、資格喪失届等の提出が必要
です。         
また、対象となっている児童が亡くなった場合は、資格等変更届または資格喪失届の提出が  
必要です。         

 
〇下記のものをお持ちください。       

・印鑑    
・ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証      
 

【お問い合わせ】 
中央市役所 こども健康部 子育て支援課 /  児童福祉担当（本館１番窓口） 

☎０５５−２７４−８５５７ 
 

 
 

保育園等を利用している児童が亡くなった場合は、認定取消届の提出が必要です。 
また、保育園等を利用している児童の保護者が亡くなった場合は、主食費及び副食費の引落  
口座の変更手続きが必要です。 

         
〇下記のものをお持ちください。        

・印鑑        
 

【お問い合わせ】 
中央市役所 こども健康部 子育て支援課 / 保育担当（本館１番窓口） 

☎０５５−２７４−８５５７ 
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保育園について 



  障がい者福祉関係について 
 

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方が亡くなった  
場合は、返納手続きを行ってください。 
また、亡くなった方が自立支援医療受給者証・重度心身障害者医療費助成受給者証・障害福祉
サービス受給者証・タクシー券等の交付を受けている場合は返納してください。  

           
〇下記のものをお持ちください。         

・印鑑（朱肉使用の印）        
・各手帳及び受給者証        
・申請者の方の振込先口座がわかるもの（預金通帳等） 

※重度医療受給者の場合       
・申請者の顔写真付きの本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等） 

         
           

※中央市福祉手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当を受給していた方、
心身障害者扶養共済制度を利用していた方につきましては、下記までお問い合わせください。
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ】 
中央市役所 福祉部 福祉課 / 障がい福祉担当（本館４番窓口） 

☎０５５−２７４−８５４４ 
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 飼い犬について 
 
 

亡くなった方が犬の所有者であった場合、登録変更の手続きが必要です。 
また、新しい所有者が中央市外の方となる場合、その方がお住いの市区町村での届出が必要  
です。 
なお、犬が亡くなった場合も犬の死亡の届出が必要です。 

    
〇下記のものをお持ちください。   

・犬の登録情報がわかるもの（鑑礼、狂犬病予防注射の案内ハガキ等）   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ】 
中央市役所 市民部 市民環境課 / 環境担当（本館８番窓口） 

☎０５５−２７４−８５４３ 
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 上下水道について 
 

亡くなった方が上下水道の使用者名義人であった場合、届出が必要です。 
なお、上下水道の使用地区および使用状況によって窓口が異なります。 
使用状況等が不明な場合は、上下水道課にて確認・案内いたします。  

       

使用状況 
地区別届出窓口(一覧) 

田富地区 豊富地区 玉穂地区 
上下水道 上下水道課 

上水道担当又は簡易水道担当 
甲府市上下水道局 

上水道のみ(汚水は浄化槽) 
下水道(井戸を使用) 上下水道課 下水道担当 

甲府市上下水道局につきましては、電話にて問い合わせいただき手続きをお願いします。
  
【中央市上下水道課での手続き】 
◇上下水道の使用者が亡くなった場合で、同居している方もしくは親族の方が引き続き 

使用するとき        
・使用者変更の届出が必要です。（印鑑は不要です）    

届出人：同居している方もしくは親族の方  
  ※上記の方の代理人でも可（代理手続きのための書類は不要です）  
  ※届出の際は納入方法等について確認させていただきます。  
  ※新たに口座引落をする口座を設定する場合は、別途口座振替依頼書をお渡しします。
   なお、口座振替依頼書は金融機関の窓口へ提出してください。  
      
◇上下水道の使用者が亡くなった場合で、上下水道の使用をやめるとき 

・閉栓の届出が必要です。（印鑑は不要です）        
届出人：親族の方もしくはその代理人（代理手続きのための書類は不要です）  

  ※届出の際は精算方法等について確認させていただきます。  
      
 
 

【お問い合わせ】 

中央市役所 産業建設部 上下水道課  / 上水道担当・簡易水道担当（南館１５番窓口） 
☎０５５−２７４−８５５４ 

中央市役所 産業建設部 上下水道課 / 下水道担当（南館１６番窓口） 
☎０５５−２７４−８５５５ 

甲府市上下水道局サービスセンター 
☎０５５−２２８−３３１１ 
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 市営住宅について 
 
 

亡くなった方が市営住宅に入居していた場合、名義変更や世帯員の異動の手続きが必要です。
         

なお、状況に応じて手続きが次のとおり異なります。    
           
◇住 宅 の 名 義 人 が 亡 く な っ た 場 合 で 、 住 宅 に 同 居 し て い た 方 が 引 き 続 き 住 宅 に お 住 い  
 になりたい場合  

・名義人変更（入居承継）の手続きが必要です。（事実発生後３０日以内）        
届出人：住宅の使用を承継したい方      
    

〇下記のものをお持ちください。       
・本人及び連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類 
・印鑑        
・本人及び連帯保証人の実印 

           
◇住宅の名義人以外の方が亡くなった場合  

・世帯員の異動手続きが必要です。         
届出人：住宅の名義人  

 
〇下記のものをお持ちください。 

・印鑑       
    

◇住宅の名義人が亡くなった場合で、同居している方がいない場合     
住宅を退去する手続きが必要です。         
※詳しくは、下記へお問い合わせください。     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ】 
中央市役所 産業建設部 建設課 / 管理担当（南館１８番窓口） 

☎０５５−２７４−８５５３ 
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 農業者関連について 
 
◇農業者年金（死亡届や未支給年金請求）について  

受給権者が亡くなった場合は、遺族は「農業者年金死亡関係届出書」と必要書類を住所地の  
農協（ＪＡ）を経由して提出する必要があります。 
まずは下記窓口でご相談ください。 
 

【豊富地区の方】        
 ・笛吹農業協同組合笛南支所（甲府市下曽根町 1136-1/☎055-244-3710） 
     

【田富・玉穂地区の方】       
 ・山梨みらい農業協同組合昭和支店（中巨摩郡昭和町河東中島 328/☎055-275-2125） 
   
◇農地の相続について（農地法第３条の３第１項の規定による届出）    

農地の所有者が亡くなった場合には、農地の相続手続きが必要です。   
農地の相続登記が完了後、農業委員会事務局へ登記完了証の写しと印鑑をお持ちのうえ手続き
をお願いします。         

           
◇森林の相続について（森林法第 10 条の 7 の 2 第 1 項の規定による届出）    

相続により森林の土地の所有者となった方は、市への届出が必要です。   
森林所有者となった日から 90 日以内に取得した土地がある市町村の長に届出を行います。 
権利を取得したことがわかる書類と位置図をお持ちのうえ手続きをお願いします。 

         
           
◇所有している農地を耕作できない等々        

所有する農地が荒廃化する前に、山梨県農業振興公社が実施する「農地中間管理事業」を 
活用し、他の農業者に貸し出すことをご検討ください。     
公的な機関を通じた取り組みなので、安心して農地の貸し借りができます。  
ただし、借り受けが可能な農地は市街化区域以外の耕作可能な農地に限ります。  
また、荒廃農地の保全についてもお気軽にご相談ください。   

       
【お問い合わせ先】        

 ・（一財）中央市農業振興公社（中央市大鳥居 3866/☎055-269-2411）  
 
 
 

【お問い合わせ】 
中央市役所 産業建設部 産業課 / 農政担当（南館２０番窓口） 

（中央市農業委員会） 
☎０５５−２７４−８５６１ 
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市役所以外の手続きについて 
一般的な手続きのご案内であり、必要かどうかは亡くなった方の状況により異なりますので、  
参考としてご覧ください。 
 

◇不動産の相続登記が必要な方 甲府地方法務局  

 甲府市丸の内 1 丁目 1-18 
055-252-7151 

◇恩給を受給されている方 総務省恩給相談室  
   03-5273-1400  
◇雇用保険（失業保険）に加入されている方 ハローワーク甲府（公共職業安定所） 

   
甲府市住吉 1-17-5  
055-232-6060 

◇運転免許証をお持ちの方  山梨県総合交通センター 

 ☞ 返納手続きが必要です。 
南アルプス市高砂 825 
055-285-0533  

◇パスポートをお持ちの方 山梨県パスポートセンター 

 ☞ 返納手続きが必要です。 
甲府市丸の内 1-6-1  
055-222-2040 

◇特定医療費（指定難病）受給者証をお持ちの方 
山梨県中北保健福祉事務所 
（中北保健所） 

☞ 返納手続きが必要です。 
韮崎市本町 4-2-4 
0551-23-3443 

◇在留カード・特別永住者証明書をお持ちの方 法務省 出入国在留管理庁 

 ☞ 返納手続きが必要です。 
東京都千代田区霞が関 1-1-1 
045-370-9755 

◇相続税の申告 甲府税務署 
☞相続した財産等の合計額が「遺産に係る基礎控除

額」を超える場合、相続税の申告をする必要があ
ります。 

甲府市丸の内 1 丁目 1-18 

055-254-6105 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

-16- 



 その他の必要となる手続きについて 

一般的な手続きのご案内であり、必要かどうかは亡くなった方の状況により異なりますので、  
参考としてご覧ください。 
 

【メモ欄】 

◇電気・ガスの名義変更・解約   

  

◇固定電話・携帯電話解約  

  

◇ＮＨＫ名義変更・解約  

  

◇ケーブルテレビ名義変更・解約 
 

 

◇インターネットの名義変更・解約    

  

◇クレジットカードの解約   

 

◇新聞の名義変更・解約    
  

 

◇  

 

◇  

 

◇  
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法務局からのお知らせ 
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